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1918年から 1921年までのポーランドにおける食糧配給政策

第二次配給省 (MinisterstwoAprowizacji)の活動を通して一一

松 家

本論の分析対象は，ポーランド第二共和国初期 (1918 年 10 月 ~1921 年 12 丹)に存在

した，ポーランド(1日ロシア領・オーストリア領)における食糧徴発・配給政策を管轄す

る配給省 (MinisterstwoAprowizacji)の経済政策である O 本論は，配給省およびその付属

官庁(国立穀物局 ParistwowyUrzqd Zbozowyおよび国立馬鈴薯局 ParistwowyllUrzqd 

Ziemniaczany)の文書および当時の日刊紙などを用いて，この官庁の実務を担当したレオ

ナルト・ザ、ボロフスキ (LeonardZaborowski)およびイェジ・ゴシチッキ(Jerzy

Go品cicki)という 2人の人物の活動を検討しつつ，配給省の統制政策がどのように行わ

れ，さらにいかなる眼界を持っていたのかを分析する。その分析から明らかになるのは，

暴利取締の限界や商工業者の反発さらに外国からの穀物輸入計画の失敗などにより，この

統制経済の試みが破綻したことであり，またこの戦中から戦後における統制経済の失敗

が，その後の価格統制制度や経済学者の統制経済への否定的な態度を生み出す原因となっ

たとも本論は主張する。

1 時題設定と基礎史料

本論の課題は， 1918年から 1921年までのポーランドにおいて，具体的な食糧配給政策の内容

に焦点を当てつつ，その所管官庁である第二次配給者の活動を通して，いかにして統制経済が組

織・運営されたについて，政策方針を定めた 2人の人物の活動を軸に検討することにある O その

際，いかなる過程を経て政策決定が行われたか，また生産者・消費者双方の利害がどのように反

映されたのかに関して，心理的な態度や，輪送・統計の開題さらに政治状況など，なるべく多様

な観点から分析を行うことを本論は特に目指した。

まず本論を理解するためのマクロ的状況を説明しておこう O 第一次大戦以前，ブロイセン・ド

イツ，ロシア，オーストリアに分説・支配されていたポーランドは，大戦開戦後に!日ロシア鎮の

ワルシャワがドイツ占領下に置かれることとなり，さらに大戦後これらの三分割地域がモザイク

のように新国家を形成することとなった。しかしこの新国家の国境は安定せず，西のドイツとは

国境策定問題やシロンスク(シュレジ、エン) (SlqSk / Schlesien)蜂恕を理由に対立しており，ま

た東のソヴイェト連邦とは戦争状態にあり(ポーランド・ソヴイェト戦争)，さらに北のリトア
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ニアとも国境紛争が生じていた。

こうした戦乱下において，食糧供給は，単に経済上の問題に留まらず，安全保障そして治安問

題にも関わる重要な領域であった。ポーランド政府は， ドイツ占領当局の残した統制制度を利用

しつつ，まずは)軍諸に必要な食糧を確保し，次いで (2)安定的に食糧をワルシャワ，ウーチ

(Lodi) などの大都市，鉱山(炭坑・場坑)などに民需向けに配給しつつ， (3) さらに住民投票

で有利な結果を得る自的で国境紛争地域に対しでも，他の一般住民や農民の自家消費と比較し

て，優先的に食糧を供給する必要があった(後の表3も参照)。

こうした課題を達成するために，主に民需向けの食糧調達機関として設置されたのが，配給省

であった。この他，軍需向けには中央輔霊局 (GlownyUrzeld Zaopatrywania Armii)が存在し，

研究対象期間において配給省との役割分担協定があり配給省も軍需を調達すると規定されでいた

のにも拘わらず，戦場となったポーランド領内から配給省よりも高い価格で、穀物を恋意的に徴発

するなど混乱が生じていたが，資料も乏しくかっ先行研究も存在するので，本論はこれを分析対

象とはしない。

ポーランド第二共和国では配給省は，第一次・第二次の二段賠で存在した。本論が扱うのは第

二次配給省であるが，その前身は第一次大戦中のドイツ軍政下の 1917年 12月に設置され， 1918 

年 1月3日の政令によって定められた第一次配給省であり，それは「住民に食糧ならびに必需品

を供給する」省庁であった。しかし第一次配給省は，占領下という条件の下で，権限が乏しく存

在理由もないという理由で 3ヵ月で廃止され， 4月内務省に吸収されてしまったO ついで終戦期

に本論の対象である第二次配給省が設霞されるが，これは，占領当局からの行政権力委譲に嬬え

て 1918年 10月初日の摂政会議 (RadaRegencyjna) の政令により復活したものであり， 1921 

年 7月7日の「農産物取引制限の廃止ならびに配給省の清算状態への移行に関する法律Jにより

1921年末に解体されるまで，ポーランドの食器配給問題を専管した官庁である。

本論が対象とするのは後者であるが，もちろんこの両者には人的・政策的な連続性が存在して

いる O そこでまず，この両者をつなぐものものとして，本論は後に第二次配給者で配給基本政策

を策定する立場にあったレオナルト・ザボロフスキ(LeonardZaborowski)の第一次大戦期の論

考に注目する。ついで，第二次配給省において配給政策の分野で彼と時に協力し時に対立したイ

ェジ・ゴシチッキ(JerzyGo品cicki) との関係を軸に配給省の活動を追っていくことにしたい。

さて，この第二次配給省は政府のー省庁でありながら，それに言及している研究は少ない。そ

注 (1) 東方を占領していたドイツ家の崩壊の結果生じた権力空白地帯を巡るポーランド共和国とソヴイ

ェト赤箪の間の戦争 (1919年2月勃発)0 ポーランド軍は一時劣勢に追い込まれ， 1920年8月には

ワルシャワ郊外にまでソヴィェト軍が進軍したが，その後 1920年 8月に戦局は逆転し， 10月の 1)

ガ条約により停戦した。

( 2 ) AAN， MA 322， k. 149-152， 155-158; MA 1810， k. 5，48，54，343. 

(3) KazimierzAdamek， Indentura Wojska Polskiego 1918-1956， Warszawa， 1998. 

( 4 ) Dziennik Praw Krolestwa Polskiego (以下DzPKP)， 1 II 1918， nr 1， poz. 1， s. 1-5. 

(5) AAN， GCRRKP 234， k. 20. 

( 6) DzPKP， 2 XI 1918， nr 14， poz. 30， s. 83-84. 

( 7 ) Dziennik Ustaw RzeczJ戸ospolitejPolskiej (以下DzURP)， 21 VII 1921， nr 63， poz. 389， s. 1053-1054. 
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の中でも Z.ランダウ(ZbigniewLandau)， J'トマシェフスキ(JerzyTomaszewski)の古典的

な著作『インフレーションの時代 1918~1923 および J .トマシェフスキの 11918~1921

年の統制酪業」が重要であり，特に後者は，同時期の流通統制政策について，主に内閣での討議

過程の水準で分析しており特に注目すべき研究である，また近年では K'パシャク (Kazimierz

Basiak)の IL'スクルスキ(LeopoldSkulski)政権の経済政策Jも本論のテーマと関わりが深

いが，この著作は，配給省自体を直接対象としていない。

配給者に関する研究が不十分な理由は，その存続期開が短かったこと，ついで戦間期には歴史

研究としては新鮮過ぎかっ第二次大戦後には第二次大戦史研究が国策的に進められたため第一次

大戦史・ソヴイェト・ポーランド戦争に関する研究が手薄になったことなどが考えられる O なお

日本におけるこの時代の経済政策に関する研究としては，藤井和夫氏の「第一次大戦度後のポー

ランドにおける戦時経済jならびに田口雅弘氏の「両大戦間期ポーランドの国家と市場jが重要

であり参照されたい。

本論は，ワルシャワ現代史史料館 (ArchiwumAkt N owych -AAN) の所蔵する配給省

(Ministerstwo Aprowizacji -MA) ならびにそれに付属する国立必需品購買局 (ParistwowyUrzが

Zakupu Pierwszej Potrzeby -PUZAPP)，国立穀物局 (ParistwowyUrzeld Zb020WY PUZb)そし

て国立馬鈴薯局 (ParistwowyUrzeld Ziemniaczany -PUZiem) に関する資料を基礎史料とする。

さらに AANの所蔵するポーランド王国摂政会議文民政府 (GabinetCywi1ny Rady Regencyjnej 

Krolestwa Polskiego GCR斑守)，内閣幹部会 (Pre勾TdiumRady Ministrow -PRM) ，及び中世.

近世史文書館(ArchiwumGlowne Akt Dawnych -AGAD)の所蔵するワルシャワ総督府行政庁

官資料 (SzefAdministracji pr勾TGeneralnym Gubernatorze Warszawskim -SzAGGW)，さらに国

立文書館 ポズナン (ArchiwumParistwowe -Poznari -APP)所蔵の!日ブロイセン領省

(Ministerstwo Bylej Dzielnicy Pruskiej -MbDzPr)文書も必要に応じ利用した。

しかしこれらの史料における統計について，簡単に注意しておかねばならない。まず，統計が

そもそも提供されないという問題が存在する O 一例を挙げれば， 1920年3月 18日配給省内部で

行われたある会議では，統計の不足の際関のーっとして，自郡からの移出を抑えるためにわざと

注 (8) Zbigniew Landau， Jerzy Tomaszewski， W dobie inflacji 1918-1923， Warszawa， 1965. Jerzy 

Tomaszewski，‘Handel reglamentowany w Polsce 1918-1921 " ZeszyかNaukoweSzkoly Gloωnej 

Planowania i St，α加のIki，nr 56 (1965)， s. 5-39. 

( 9 ) Kazimierz Badziak，‘Polityka gospodarcza rZeldu Leopolda Skulskiego. Program Wladyslawa 

Grabskiego i proby jego realizacji do korica czerwca 1920 r. " Dzieje Najnowsze， 36 (2004 (2))， s. 37 

48. 

(10) 藤井和夫「第一次大戦直後のポーランドにおける戦時経済Jr経済学論究j(関西学院大学)52巻

2号(1998年12月)， 85~102 頁;田口雅弘 f間大戦開期ポーランドの国家と市場」中山昭吉・松

JII克彦編 fヨーロッパ史研究の新地平j昭和堂， 2000年， 256~274 頁。

(11) 本論ではここで示した略号により引用する O また日刊紙についても以下の略号を用いる O

Deutsche Warschauer Zeitung DWZ， Deutsche Lodzer Zeitung -DLZ， Lodzer Freie Presse LFP， 

Robotnik. Organ PPS -Robotnik， KU1プerWarszawski -Kw， Gazeta Poranna 2 Grosze -GP2， Gazeta 

Warszawska -Gw， Dziennik Pozna必ski-DzP. 
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表 1919/20経済年度の!日ブロイセン領から他地域への穀物移出統計 (1921年 1月の調査)

(1920年 11月初日まで-単位:貨車数)

調査主体

!日ロシア領向け

上シロンスク向け 2

チェシン (Cies勾川)地方向け

軍需

!日プロイセン領省供給局 1

(Departament Aprowizacji) 

3，149 

1，325 

233 

3，009 

国立穀物局(ワルシャワ)

(Paristwowy Urz~d Zbozowy) 

2，454 

319 

204 

740.53 

注) 1. I日プロイセン領省 (MinisterstwoBylej Dzielnicy Pruskiej)配給局とは，旧プロイセ

ン領を所轄する地域省庁の配給担当官庁。

2. J二シロンスク(上シュレジェン GomySl莞sk/0 berschlesien)。

3. 1920年 10月 15日まで。

出典) AAN， PUZb 1675， k. 47 

統計データを提出しない郡が存在したことが報告されている O ついで、，統計自体の正確さについ

てもかなり疑問が残るO 後述するように第一次大戦直後， ドイツの農業地域であった!日プロイセ

ン領から食糧不足に'踏むi日ロシア領に対して大量の穀物移出が行われた。これはドイツ・ライヒ

の統制能度が引き続き維持され，比較的安価な穀物を生産できた!日プロイセン領には，自由にな

る穀物在庫が多かったゆえ行われたのであるが，その代金精算のために行われた後の調査で，移

出量のデータが，送り出し側のそれと全く異なり，そのずれは一部で 3倍以上もあることが判明

した(表1)0

このデータのずれは， I日プロイセン領とワルシャワの間での移送分の代金精算を担当した官僚

を憐ませたのだが，その要因としてはそもそも販売側が多く見積もりがちであることや，貨車単

位で量られたので不正確なことに加えて，かなりの量が輪送途中で盗難にあった可能性や，前述

のように担当官庁が異なる箪需が「横取り j したことなどが推測できる o (後述するようにこう

した統計の不足こそが，第一次大戦直後のポーランドにおける統軒経済失敗の重要な要因のーっ

となった)。

したがって，この時期の史料には様々な統計データが挙げられているが，互いに矛盾したりあ

るいは断片的であったりしており，これらの統計データには信感性がない。さらに一部で自治体

を割る形で国境が設定されたため，それらの地域では以前のデータとの時系列的比較も不可能で

あった。従って，以下の議論においても統計数字は単に傾向を表す目安としてしか用いることが

出来ない。

2 第一次配給省とザボロフスキの「中関の道J

ポーランド・ソヴイェト戦争期における統制経済は本論で後に詳述するように，基本的には統

制と自由経済を折衷的に取り入れた，割当制度 (kontyngent) によって運営されていた。この制

度は，農家に対して郡単位で，経営面積，地味などを考癒して，公租の一部として一定の拠出量

注 (12) Cw， 21 III 1920， 140-80 

(13) APP， MbDzPr 77， k. 88. 
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(割当)を課すというもので，その拠出量で都市の最低限の需要を安価な食糧配給を満たしつつ，

その拠出を達成した郡からは農家が残った収穫量を自由価格で販売できるという制度であった。

この制度の基本的なアイデイアは，すでに第一次大戦期に出されていたものであった。第一次大

戦期， ドイツ占領下ポーランドでは軍政当局による食糧の体系的な収奪が行われ，都市の食糧状

況が大幅に悪化していた。こうした状況下，ワルシャワ市のイニシャテイヴで組織されたポーラ

ンド都市会議は， 1917年 11月，将来のポーランド政府を準備するための行政組織としてドイツ

占領軍から認められた摂政会議に配給に関する省庁を設置するように求め，その結果 12月臨時

臨政会議 (τymczasowaRada Stanu)社会経済局が昇格し，前述の第一次配給省が設置された。

しかし， ドイツ箪政当局の機関である邦穀物局(Landesgetreidestelle) が穀物の集荷権限を持

っており， 1918年 1月に設置された配給省は殆ど実効的な改善措置が執れず都市向けの食糧供

給は沈滞した O また比較的良好であった，クラクフの国内経済会議 (RadaKrajowa 

Gospodarcza) が配給を管理していたオーストリア地域(本論では対象としない)との間の経済

統合をドイツ占領地域のポーランド文民「政府jは求めていたが，これもワルシャワ総督府によ

り却下されたo 4月，配給省は民警や裁判所と協力して利潤を体系的に監視することで，食糧投

機の撲滅を関る計画を立案したがこれも失敗した。こうした中で第一次配給省は 4月内務省のー

部局に格下げとなった。

こうした中，軍用馬の徴用・人工肥料不足・生産資材高騰により疲弊していた食糧生産者は，

接収価格が低すぎるから食糧を拠出せず (1918年 4月でも拠出規定量の 50%)，拠出させるに

は警察の介入が不可欠で、あった。しかし農村では農作物の隠置や関販売，統制外の農作物の栽培

といった抵抗手段が残されており，この抵抗は公的な統制経済と並行して関経済という「自由経

済」を産み出した。関経済で取引されるパンは， I切符外パン」と呼ばれ極めて高価であった。

さらに占領当局側もこの「自由経済」も活用して穀物調達を行ったため，統制経済と自由経済が

併存する二重経済状態が発達した。

他方，乏しい配給を補うためにこの高価な閤パンを買わねばならない都市住民からは，農村の

生産者に対する不満が高まっていた。そして農業シンジケートが扱う馬鈴薯の不足や品質低下を

理由に生産者への不信感は拡大し，また物価騰貴と相対的賃金低下を理由にストが頻発する事態

となった。そこで，軍政による略奪経済・都市住民の要求する統制的な食糧集荷制度と，農家の

生産意欲を引き出すための自由取引導入要求との間で何らかの妥協点を政策的に探る課題が当時

注 (14) DWZ， 18 XI 1917， 3-318; 21 XI 1917， 3-321; 23 XI 1917， 3-323; 24 XI 1917， 3-324; 27 11918，4-26. 

DLZ， 24 VIII 1918， 4-233. Ryszard Szwed， Samorzqdowa Rzeczpospolita 1918-1939， Cz~stochowa， 

2002， s. 133， 156. Marek Przenioslo， Chlopi KrolestwαPolskiegoωlatach 1914-1918， Kielce， 2003， s. 100. 

(15) Wladyslaw Jerski， 'Zagadnienia aprowizacyjne'， KW， 2 IV 1920，100-93. 

(16) DWZ， 16 III 1918， 4-74; 24 IV 1918， 4-111. 

(17) AAN， GCRRKP 234， k. 20. Zdzislaw]. Winnicki， Rada Regencyjna Krolestwa Polskiego i jej organy 

臼917-1918)，Wroclaw， s. 243. 

(18) AAN， GCRRKP 232， k. 22. DLZ， 24 IV 1918， 4-111; 27 III 1918，4-96; 1 V 1918， 4-120. L. Zaborowski， 

‘Stosunki aprowizacyjne Krolestwa Polskiego'， Praca Spoleczna， zes勾ぺ 1，i九Tarszawa1918/07， s. 41. 

(19) AGAD， SzAGGW 18， k. 69-70. DWZ， 19 XII 1917， 3-349. 
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の文民官僚に諜せられることになった。この解決策として出されたのが，統制と自由の間の「中

間の道Jすなわち割当制度で、あった。

この都市と農村の対立，統制経済と自由経済の二重経済という課題への対策をまだ大戦中の

1918年 7月に提案したのがレオナルト・ザボ、ロフスキであった。彼の経躍をまとめると，彼は

1888年生まれで，その後チューリヒ大学で学んだ後，第一次大戦期にはドイツ軍政下のワルシ

ャワ市政では，配給問題の専門家として 1916年 7月に設置された市配給局に所属しまた 8月

からは市食糧問題・投機撲滅委員会の委員となったO 第一次配給省設置後は配給省の穀物・飼

料・砂糖配給責任者に任命され，その解体後内務省担給局に異動した。ポーランド独立後の

1919年 1月，第二次酒税金省では農業局崩長となり， 1920年 2月配給省副大臣に任命されるが
(20) 

1921年 1丹7日わずか 32歳で逝去した。

第一次配給省解体後に f社会事業j誌 (PracaSpoleczna， 1918年 7月号) ~ニ発表された彼の論

文「ポーランド王国の配給関係jは，まず農民の拠出拒否と関経済の発達について，拠出価格が

闇価格よりも極端に低いという事情では農民に警察規則で拠出を強要したり，自己犠牲を求めた

りできないと主張する。そして生産費が高騰する中，生産者は農場を守るために闇販売をせざる

をえないと生産者'への理解を表明しつつ， I切符外パン」の価搭が高い理由を闇取引業者の手に

穀物取引が集中しているためであるとして，彼らの不法なマージン幅を抑制するためにむしろ穀

物関取引を合法化・自由化するという選択肢もありうると主張したO しかし自由取引を導入すれ

ば，穀物儲格は高騰し都市の消費者に致命的な影響を及ぼしてしまう O そこで農村の利害からは

接収制度は否定されるべきであり，他方都市の利害からすれば自由取引の導入は致命的な危機を

引き起こすとまとめつつ，この 2つの利害を調停する方法として彼が提唱したのが， I中間の遵」

(droga po品rednia)であった。すなわち，

しかしながら，中間の道が存在する。それはこの複雑な問題を，利害関係者双方，すなわち生産者と消費

者双方に有利に解決しうるものである。実際不十分だがそれでも現在の基準量の 2倍の分量の安価なパン

を，土地なし農民と都市住民向けの配給に回した上で，割当 (kontyngent)拠出が達成されたら残りは，

国家機関の全般的監督下で自由取引に委ねるのが望ましいと思われる。

ここでいう割当とは，農家毎に一定の穀物拠出量を課しそれを都市の食糧供給に用いるという

方法を指す。これに対して，農家から自家消費量控除後の余剰を警察的に取り上げる方法を接収

(sekwestr)と呼び¥軍政当局が戦争中に用いていたのはまさにこの方法であった。そこでザボ

ロフスキは接収ではなく割当制度，即ち農家が割当を拠出すれば余剰の自由販売を認めるという

方法で現存するこ重経済を折衷的に制度化すれば問題が解決できると考えたのである。そしてポ

ーランド独立後の 1919年 1月，前述のように復活した第二次配給省で農業局局長となると，こ

の第一次大戦期に発表し実行に移せなかったアイデイアを実行することにより，ポーランド・ソ

ヴイェト戦争期の軍需を満たしかっ都市向けの低価格食糧配給を行うという課題を乗り切ろうと

注 (20) AAN， GCRRKP 232， k. 28.AGAD， SzAGG羽T20， k. 60. GW， 8 11921，141-7. 

(21) Zaborowski， 'Stosunki aprowizacyjne'， s. 42-43. 
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したのである。

3 独立ポーランドの配給政策

(1) 戦後の「新しい」制度

ドイツ革命とその後の枢軸国側の敗北により新政権が成立すると (1918年 11月)， ドイツ占

領当局による食糧収奪 (1918年後半には 10万トンを趨える穀物を収奪)は中新したが，年度の

途中でもあり社会主義政権であったイェンジェイ・モラチェフスキ(JydrzejE. Moraczewski) 
(23) 

新故権は配給統制を維持し続けた。こうして独立準備の一環として 10月28日に配給省(第二

次)が再建され，さらに独立後「邦穀物局jはオーストリア領・市領地域も管轄する国立穀物局

に改組され，馬鈴薯流通管理のために新たに国立馬鈴薯局が設置され，そして 12月8日記給問

題に関する政策諮問組織として国家配給会議 (ParistwowaRada Aprowizacyjna)が設けられた。

さらに他の主な変更点としては，国立必需品購買局・暴利投機取締局 (Urz羽Walkiz Lichwぇi

Spekulacj<t)の設置， I日プロイセン領からの食糧移入が挙げられる O 国立必需品購買局とは，

1918年 12月四日の政令により配給省の付属機関として設置され，政府の信用保証に基づき外

国から必需品を独占的に調達し，アメリカからの人道支援物資とともにそれを自治体・労働組
(25) 

合・消饗組合に対して優先販売するという課題を担った。ついで暴利投機取締局についてである

が，これは経済警察的な役割を果たす官庁として 1919年 1月 11日の政令で設置された。第三に

!日プロイセン領からの食糧移入に関してであるが，この論文の後半に見るように， I日ロシア領・

!日オーストリア領では栽培面積・反収も減少し配給機構も余り機能していなかったが，それでも

全般的食糧危機が訪れなかったのは!日プロイセン領からの移入食糧が(輸入とともに)大きな役

割を果たしたからである O

( 2) 1919/20経済年度-1919年 7月と 11J3の 2つの農産物取引に関する法律

1919年4月から本格化した 1919/20経済年度における配給鰐度をどうするかという議論にお

いて，農民側の政党は自由取引の導入を，他方労働者側の政党はそれに反対した(後には大規模
(28) 

農家はむしろ接収を支持するようになるがその理由については後述する)。そしてこの論争にお

ける配給者農業局馬長ザボロフスキの見解は，この両者の折衷案つまり既に紹介した割当制度に

注 (22) Wiadomosci Ministerstwa Aprowizacji (以下附必)， 12 II 1919， nr 1， s. 60-61. DLZ， 22 X 1918， 4 

292. 

(23) 松家「第一次大戦から 1921年までのポーランドにおける統制経済とユダヤ人問題J，36頁。

(24) AAN， MA 285， k. 1. 

(25) AAN， MA 1624， k. 34. WMA， 12 II 1919， nr 1， s. 41-43.藤井「第一次大戦直後のポーランドにおけ

る戦時経済J，89~90 頁。

(26) AAN， PUZiem 16， k. 289. Dziennik Praw Pa均stwaPolskiego， 1811919， nr 7， poz. 109， s. 46. Wl¥る4，12 

II 1919， nr 1， s. 31. GW， 23 II 1919， 138-53; A1fred Siebeneichen，‘Reglamentacja handlu rv.， Przemysli 

Handel (以下 PiH)， 12 II 1920， 1-7， s. 124. W.，‘Rzeldowy projekt ustawy 0 zwalczaniu 1ichwy 

wojennej'， PiH， 27 V 1920， 1-22， s. 357. 

(27) Edward Rose， Bilans gospodarczy trzech lat niepodleglosci， Warszawa， 1921， s. 19-20， 26-27. 

(28) Landau， Tomaszewski， W dobie， s. 202. Tomaszewski，‘Handel'， s. 14-15. 
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よる「中間の道Jの推進であった。この点については， 1919 年 5 月 25~26 日の配給省主催の!日

分割領間連絡会議での彼の発言でも確認できる O

ここでも彼は戦前の自由取引制度，完全な接収制度そして中間の方法(割当制度)の 3つの選
(29) 

択肢を紹介し，前二者の欠陥を強調することにより， r中間の道jへ誘導しようと試みた。この

時の議論は好余曲折を辿ったが，後に戦儒期ポーランド農業経済学の指導的な学者となった前掲

のイェジ・ゴシチッキ(当時彼は配給省配給政策局局長)がザボロフスキの見解を受け入れたた

め，第二次配給省は「中間の道」を採用することになった。

ここでイェジ・ゴシチッキの経歴を確認しておくと，彼は 1879年生まれで，ヤギェウォ大学

とロンドン大学で経済学を学び，その後 1912年から 1916年までロシア議会(立すMa) で議員を

務めた。 1919年から 1920年まで配給省で配給政策局局長を勤め，その後政界に移るが5月政変

の後には農業団体役員となり，その後農業経済学雑誌『農民・経済学者j(Rolnik-Ekonomistα) 

の編集長を歴任し， 1946年に逝去した人物である。

さて 1919年から配給政策局局長に就いたゴシチッキは農村の荒廃を知る者として，この会議

で悲観的な収量予測を発表した(ライ麦は戦前収穫の 44%，小麦は 62%の減少で不足は 100万

トン以上)。この予測を前に会議では，旧ロシア領の農業団体も自由取引導入を主張できず，自

由取引への復帰を唯一提案していた!日プロイセン領の代表も撤回せざるを得なくなった。さらに

1919年 7月から，議会農業委員会と配給委員会の合同委員会でも 1919/20経済年度の配給政策

が取り上げられ，ここでも都市と農村が自らの利害を強硬に主張したため当初，折衷的な政府案

への支持はなかった。しかし食糧問題が労働者のストを誘発し政治危機や外国の介入を招く可能

性と，収穫がそもそも足りないという現実の 2つの状況は，自由取引導入派に持論を固執するこ

とを許さなかった。

こうした妥協の結果成立したのが， 1919年 7月初日の r1919/20経済年度の農産物取引に関

する法律」であった。この法律は穀物と穀物製品に対する統制を継続し，割当が課せられる農家

規模は 5.6ha以上に定められた。しかし拠出達成後の農産物自由取引が認められており，この法

律はザ、ボロフスキの「中鰐の道」の具体化として，自由取引と統制経済の折衷的な色彩が強かっ

たO しかし 8月 1臼の国家配給会議で消費者僻の意見に基づき低く定められた穀物館格が 13日

の命令で引上げられたことは，拠出が滞れば儲格も上昇するという農業者の期待を裏付け，さら

に拠出が全量達成されれば穀物も自由化するという故府の約束ゆえに拠出の中断が続き，その結

果秋以降切符パンの配給も中断した。

この秋の中断までの期間に国立穀物局がワルシャワ市に対して供給できた穀物粉の量を表2に

注 (29) GP2， 31 V 1919， 8-147 (2369). GW， 1 VI 1919， 138-148; 4 IV 1919，138-151. 

(30) AAN，MA1815，k.177-178. 

(31) Czy wiesz kto to jest? Warszawa 1938 (rep. 1984)， s. 219. 

(32) GW， 2 VII 1919， 139-178. 

(33) Adam Krzyzanowski， Gos戸odarkaωojenna，Krakow， 1919， s. 170; Zbigniew Landau， Wojciech 

Roszkowski， Polityka gostodarcza II RP i PRL， Warszawa， 1995， s. 204. 

(34) この聞の内閣での論争については， Tomaszewski，‘Handel"， s. 11， 14-15. 
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表 2 国立穀物局からワルシャワ市供給局に配給された穀物粉の叢と価格 1

期間 |ライ麦粉 (8脱)2 Iアメリカ産小麦粉| 小麦粉 (80%)2

1919年7月 1，551，975kg 1，127，527kg 
1919年8月 3，307，712kg 一 322，200kg
価格 105マルカ 180マルカ 140マルカ

注) 1.ワルシャワ市供給局 (WydzialZaop耐 ywaniamiasta stolecznego 

Warsz古川r) とはワルシャワの食糧供給を受け持った官)1"。

2.パーセントは製粉比率。

3. 100kg当たり悶立穀物局倉庫渡しの価格。

出典) AAN， PUZb 54. 

示しておく。そして当時のワルシャワ市の人口九十数万人 (1921年の人口調査では 936，713人)

を考慮すると， 7~ 8月平均で 1人あたり 3，370グラムに当たり， 1日あたりわずか 100グラム

程度にしかならず，早くもこの配給制度の失敗は明白となった。

この拠出の中断に対処する目的で，政府は拠出作戦の強化に加えて，農産物取引法を改正する

ことで事態を打開しようとした。こうして 11月 18日の改正により，割当が免除される耕作規模

は土地の肥沃度に応じて 3段階となった (3ム5.6，841)。しかし接収という語も用いられず，

また拠出達成後の余剰農産物の自由販売に関する規定(第3条)が残されるなど，この新法は 7

月29日の法律の微調整でしかなかった。

この 11月改正は，割当拠出計画量を約 20%引き上げたが，自由市場で数倍の値段で販売でき

る穀物を生産者に安く拠出させるという制度を維持する限り，拠出量を引上げるための方法は限

られていた。すなわち関取引を防止するために穀物輸送を制限する方法と，軍や警察を通じて農

民に拠出を強要する方法である O 前者については， 1920年 1月， 100キロを趨える穀物輸送は公

的な移送証に基づくこととし，さらに間月中にその対象は 1キロ以上に引き下げられた。ついで

後者についてであるが，徴発隊に軍の支援部隊を向行させるという方法が採用された。これらの

措置により 1919年 12月の穀物拠出は一時的に進み，穀物拠出量は 1920年 1月 10日までに新し

い討画の約 50%にまで達した。

しかし切符パンの儲格を低く維持するために自治体への卸売価格も抑えられており，国立必需

j主 (35) AAN， MA 323， k. 12. AAN， PUZiem 16， k. 140. LFP， 6 VIII 1919，2-204; 14 XI 1919， 2-302. GW， 6 VIII 

1919， 139-213; 26 VIII 1919， 139-233; 2 X 1919， 139-269; 10 X 1919， 139-277. KU1ブ'erPoznα必ski，21 VIII 

1919， 14-191. DzP， 26 XI 1919， 61-273; 1 1 1920， 62-4. W.MA， 23 XII 1919， 1-8/9. s. 419. Zbigniew 

Landau， J erzy Tomaszewski， Zarys hぬtoriigostodarczejPolski 1918-1939， Warszawa， s. 67. 

(36) Edward Szturm de Sztrem， Kszfaltowanie sic cen nαwazniejsze a均Ikulyrolne w Polsce， (Biblioteka 

Pulaωska nr 2)， Warszawa， 1927， s. 9. 

(37) AAN， PUZiem 16， k. 140; PUZb 70， k. 68-71. 

(38) DzURP， 1 XII 1919， nr 89， poz. 485， s. 895-898. 

(39) GW， 14 XI 1919， 139-311. Robotnik， 30 11920，26-30 (818). 

(40) AAN， PUZb 70， k， 78. GW， 13 II 1920， 140-43. 

(41) GW， 1511920，140-15; 1711920，140-17; 21 1 1920，140-21. 

(42) AAN， PUZb 70， k. 44， 75. APP， MbDzPr 82， k. 43. Robotnik， 30 1 1920， 26-30 (818); 1 n 1920， 26-32 

(820). GW， 30 1 1920， 140-30， 3 II 1920， 140-33; 13 n 1920， 140-43. 
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品購貿局・国立穀物局には逆ざやが生じていた(穀物粉一袋あたり 65マルカ)012月 6日に配

給省命令により公布された新穀物価格は 8月 13日の命令と比較して地域に応じて価格差を導入

する (3段階)という点では意義があったが，閣の市場価格との議離は依然として大きかった。

さらに国立穀物商は自治体や都市の社会団体に対して信用で穀物を販売しており，その信用残高

も急増していた(例えばワルシャワ市では 1919年2月の 890万マルカから 9月の 3600万マルカ

に)。そして警察的手法による徴発の強化にも限界があった。生産者と関取引業者は鉄道職員の

腐敗などを利用しつつ，さらに巧妙に穀物を密輸しようとした。市場価搭(ライ麦は 300マルカ

程度)の上昇により拠出価格(小麦以外の穀物 80~140 マルカ，小麦 90~150 マルカ)との差が

拡大し， 1月に入ると拠出穀物量は 1日平均 1，000両から 400両へと低下した(貨車 1両分とは

10トン)0

こういった状況下，諸都市の代表によって構成されていた都市連盟 (ZwiqzekMiast Polskich) 

は 1919年12月，接収の完全実施と罰則強化による配給量の拡大を求める決議を行った。これに，

対して配給省はそれが不可能であると回答したが，翌 1920年 1月 23日， 1919年 11月 18臼の

法律第 3条の改正により統制の強化が図られた。この改正は拠出義務を果たした農家からの余剰

穀物強制買入れを導入し，また儲格は割当拠出価格よりも高い 250マルカ(小麦は 315マルカに

設定されたが，小麦の生産量は当時!日ロシア領で，ライ麦の 4分の 1程度しかなかった)に設定

された。ただしその対象は大規模農家 (22.4ha以上)に限定されており，それは大規模農場の

経営者の不満をいっそう高めた。

( 3 ) 拠出に対する大規模農場と小規模農民のあいだの利害の不一致

既に述べたように原則として，生産者は自由取引の導入を求めていた。しかし危機の中で配給

を確保するために統制はやむをえないという認識が広がるにつれて，大規模農場は自分たちばか

りに都市況給の負担が押しつけられているという不満が広がったO 図 1に示したのは， 1920年3

月4日の国家配給会議に提出された資料に基づいて県別・規模別の割当計画とその達成率をまと

めたものである。この表からは，戦災を受けた地域(ピャウイストック県 CBialostockieJ・ルプ

リン県 CLubelskieJ) および零細農の多いキェルツェ県(Kieleckie) からの拠出が少ないこと，

大規模農場 (100モルゲン口約 56ha以上)が拠出の大部分を負担しており，拠出達成率も小規

模農民の方が低かったことが読みとれる。

拠出の遅れの帰結を恐れ， 1月初日の国家配給会議は農産物の完全接収の必要性を決議し，

配給省内でも強制拠出・接収を導入すべきだという意見が高まり (2月 9日の配給省内の配給会

i主 (43) 総額では 1億 7000万マルカに達していたo AAN， PUZb 70， k. 83-84. 

(44) AAN， PUZb 54. 

(45) AAN， PUZb 52. 

(46) AAN， PRM 4506/20， k. 2-4，14. 

(47) Glowny Urzeld Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej， Rocznik staかsか'kiRzeczytostolitej Polskiej. 

1920/22， CZ(!s.ど11，1923， s. 85. 

(48) AAN， PUZb 70， k. 78. APP， MbDzPr 77， k. 93. DzURP， 29 I 1920， nr 6， poz. 40， s. 72-73; 6 II 1920， nr 

10，poz.58，s.104-106. 
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図1 察・ 1919年度穀物の農家殺模別の拠出計画と達成率(単位・貨車数)

!桑・農家規模別の拠出計聞と達成実績

ビャウィストック県(100モルゲン以上)

ルプリン来 (100モルゲン以上)

キェルツェ県 (100モルゲン以上)

ウーチ県(100モルゲン以上)

明 ワルシャワ県(100モルゲン以上)

!!~ピャウイストック県 (100 モルゲン以下)
ルブリン県 (100モルゲン以下)

キェルツェ県 (100モルゲン以下)

ウーチ県(100モルゲン以下)

ワルシャワ県(100モルゲン以下)

O 2，000 

注) 1.ただし， 1モルゲン (morga)=約 0.56ヘクタール。

2.地名の原文表記は本文を参照。

出典) AAN， PUZb 70， k. 45. 

4，000 6，000 8，000 
貨車数

10，000 

議)，社会主義者も強制買い上げ免除対象の経営規模縦i現の廃止を訴えた。そして接収の 70%強

が大土地所事者の拠出した穀物であり，それに対してそれ以外の農民から拠出された穀物量は

30%弱にしか過ぎなかったため，大規模農家の関でも，むしろ接収制の方が， r必要悪Jとして
(50) 

まだましであるとの意見すら表明され始めた。こうして 2月初日妥協が図られ，対象農場の経

営規模を中規模農家も含む 14ha以上へと引き下げ，さらにそれ以下の農家に対しでも配給省の

先賀権を認める改正法が成立した。しかし同時に検討されていた大規模農場を対象とする農地改

革問題もあいまって， 1920年春公的な拠出制度は完全な麻痔状態に結った。

( 4) 1920年春の公的な穀物供給の悪化とその原菌としての配給制度の本鷺的な欠陥

3月4日の国家配給会議での報告では， 1月 11日から 2月 15日までの簡に新たに拠出された

穀物量は 1日当たり貨車 65両分に過ぎず，総拠出量も 11月 18日の計画に対して 58%に留まっ

た。 1920年2月の配給計画によれば，表3のように貨車 5，500両分を越える穀物の民需にさらに

軍需を含めると 10，630両分の穀物が必要であったが， I日プロイセン領からの移入も含め政府が 2

月確保した穀物最は半分程度 (5，340両)であった。

領土策定のための住民投票地域 (tere可 plebiscyto品)への穀物供給も必要で、あったのにも関

わらず， 3月には各地の在庫も尽き始めた。それゆえ 1920年3月最大 60マルカの追加報奨金が

注 (49) AAN， PUZiem 54， k. 440-444; PUZb 70， k. 61， 83-84. 

(50) Jerski， 'Zagadnienia'， Robotnik， 30 1 1920， 26-30 (818). GW， 30 11920，140-30. 

(51) DzURP， 1 III 1920， nr 19， poz. 94， s. 320-321. 

(52) Rose， Bilans gospodarc.砂， s. 18-19. Jan Hupka， Z czasow Wielkiej Wojny， Niwiska， 1936， s. 441-442.牛

山敬二「両大戦間の農業社会」吉野悦雄編著『ポーランドの農業と農民j木鐸社， 1993年， 445~ 

447頁。

(53) AAN， PUZb 53; PUZb 70， k. 44. 
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表 3 1920年 2月の配給省による前給計薗

(単位:10トン積貨車)

旧ロシア領

各都

(Powiaty) 

2，125 

旧オーストリア領

塩坑 産t白地帯

(Saliny) I (Zagletie Naftowe) 

36 12 

出典) AAN， PUZb 70， k. 45. 

住民投票地域

302 

東部国境地帯

(Kresy) 

229 

合計

4，951 

合計

796 

穀物基礎価格に上乗せされ，また 3月初日配給省は穀物粉販売価格を大幅に引上げた。そして

配給省は社会的混乱をおそれ，記者会見などで 2月から 3月にかけて楽観的見解を公的に繰り返

した。

けれども 1920年春，パン配給は各地で混乱していた。ワルシャワで、は一部の製パン業者がパ

ン髄格値上げを求めてストを起こし，さらに彼らはストに加わらない同業者を襲撃した。そして

警察が襲撃者を逮捕し連行する途中で労働組合の組合員が襲撃し犯人を奪回するという事態すら

生じた。市配給局は穀物粉の市民向け販売でストに対抗したが，結果的に妥協を強いられパン髄

格は引上げられた。すると今度は干住民の関で値上げへの抗議が広がり，配給省は値上げi隔を圧縮

する B的で市配給局に対する財政補助を強いられたO

もちろん，第二次配給省のこのような失敗の最大の原因は戦争の継続による穀物不足である。

しかし問時に配給制度の欠陥に由来する問題も存在していた。ここでは，輸送設備と統計につい

て見ていこう O

統制経済運営上第一の本質的な問題は輪送設備，特にロシア領における鉄道網の貧弱さであ

る。ポーランドでは， I日プロイセン領以外で鉄道網(軽便鉄道含む)は未発達で，三分割国の国

鉄として整備されてきた鉄道網はその間を結ぶ接続駅が少なく， I日ブロイセン領からの農産物を

積んだ貨物列車がそこに集中し混乱を引き起こした。また戦争による酷使・老朽化に加えて，貨

王手・機関車不足， ドイツ人職員の集団離職といった問題も存在した。また馬も徴用のため，頭

議 (54) 住民投票地域とは，ヴェルサイユ条約第 88条および94条に従ってポーランド・ドイツ両国間の

間境策定に関する住民投票が行われることになった地域を指す。具体的には，東プロイセンナト|南部

(1920年7月)およびシロンスク東部 (1921年3月)。

(55) AAN， PUZiem 17， k. 140; PUZb 70， k. 39; PUZb 1675， k， 56. 

(56) AAN， PUZb 1674， k. 113-116， 119. 

(57) PUZb 70， k. 47. G W， 7 II 1920， 140-37; 13 II 1920， 140-43; 10 III 1920， 140-69. 

(58) G W， 15 II 1920，140-45; 17 II 1920， 140-47; 18 II 1920， 140-48; 19 II 1920， 140-49; 9 III 1930， 140-68; 

14 III 1920， 140-73. 

(59) Jerzy Goscicki， Zagadnienie aprowizacji， Przeglad Gostodarczy， nr 3 (1921)， s. 87. Tomaszewski， 

'Handel'， s. 17. 

(60) Ludwik Kr勾TWicki，Drozyzna，sekwestr i ωaluta， Warszawa， 1921， s. 6-7，10. 
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数・状態ともに消耗しており，馬車輸送にも限界があった。この輸送問題を端的に表現するの

は，旧ロシア領各地の自由市場におけるライ麦価格の地域差であり (1920年5月調査)，一方で

ワルシャワ・ウーチ郊外が高く，他方!日プロイセン領に近いヴイエルン (Wielun)郡が低く，

その聞には 2倍以上の開きがあった。

ついで統計の問題であるが，前述のようにきわめて不正確な統計しか存在せず， 1919年 7月

29日の法律の実施においてこの問題は致命的であったO 特にこの法律が経営規模に応じて拠出

割当量を定めていたが，農家毎の耕作面積統計がなく，郡配給委員会は各農家に公正に拠出量を
(63) 

割り当てられなかったO

4 暴利投機取締局と戦時暴利撲滅法

本節では，暴利取締をめぐる問題点として腐人・手工業者の反発，取締の限界の問題について

触れ，それから 1920年7月間の戦時暴利撲滅法 (Ustawa0 zwalczaniu lichwy wojennej) 制定

に~る過程での論争を紹介したい。

商人・手工業者は，ポーランドが独立したのにもかかわらず統制が継続されたことに強く反発

していた。それは独立産後の 1918年 12月 17日の食料品在庸リストを提出することを商人に義

務づける「食料品の在産申告に関する命令」に対して，早くも 1919年 1月初日に，ワルシャ

ワ・ポーランド人商人協会 (StowarzyszenieKupcow Polskich w Warszawie) が抗議を行ったこ

とからも明らかである。協会はこの抗議で，数百から数千種類もの高品を扱う蕗脂にとってはリ

ストを作成自体が不可能であると政府に陳情蓄を提出し，命令における「食料品jの定義の厳密

化を求め，実行不能な命令を出すこと自体が投機を誘発するとして政府を非難していた。

他方で，大戦中ドイツ軍政による略奪から食糧を奪還するという理由で，関取引に対して一般

的にポーランド社会は寛容であり，そしてこの態度はポーランド独立後も容易には変わらなかっ

た。 1919年9月9~11 Bに各地の暴利投機取締局支部の代表を集めて開催された会議の報道に

よれば，全般的に住民は取締に対して受動的であり，貧国層とりわけ労働者が積極的に支持して

いるだけであり活動は低調であると報告されていた。さらに暴利投機取締局職員や国立必需品購

買局の職員，配給輸送担当の鉄道労鱒者，さらには箪すらも食糧の関取引に誼接・間接に関与す
(66) 

る事態も多く見られた。ワルシャワでは価格統艇が強化されたが卸商人が市の郊外に商品を出荷

することで統制を迂回するという事例もあり，またパン切符の関取引が広く行われていることか

ら， r死せる魂jを用いて公務員がパン切符を発行している疑惑も濃かった。各地で公文書の不

法転売も頻発し，さらに 1919年 11月には国立必需品購買局局長が食糧隠匿罪で逮捕されるとい

注 (61) AAN， PUZiem 97， k. 262; PUZiem 106， k. 299-301. APP， MbDzPr 85， k.114. 

(62) GW， 18 VI 1920， 142-162. 

(63) AAN， PUZb 52. AAN， PUZb 53. WlIる4，31III 1920， nr 6 (14)， s， 139-140. 

(64) AAN， MA 320， k. 215， 218， 225-226. 

(65) GW， 13 VIII 1919， 139-220. 

(66) AAN， MA 323， k. 63， 68， 542-543. GP2， 24 IX 1919， 8-261 (2483). GW， 10 VI 1920， 140-155. 

(67) AAN， PUZiem 17， k. 140; PUZiem 54， k. 444. GW， 24 XII 1919， 139-350. KW， 15 X 1919， 99-285. 
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(68) 

う事件すら程こった。さらにザボロフスキ自身もワルシャワへの食糧密輸を黙認しており，同じ

11月，グルイェツ (Grojec) 郡庁が自郡からワルシャワへの食糧密輸取締について配給省でザ

ボ、ロフスキに直訴したところ，彼は飢餓を防ぐためには，ワルシャワを非合法な食糧輸入から切

り離すことは出来ないと説明していた。

それゆえ暴利取締は密告と掴捜査によって行われざるを得ず，また取締側の関取引荷担を予拐

するために，密告報奨金や没収物資の捜査官による取得という制度も必要であったO そして暴利

取締活動が所期の成果をもたらさないことが明らかになるにつれて，その支持者はより急進的対

策を求め，他方その批判者はそれがそもそも実行不能であると訴え統制の廃止を求めた。そして

前掲の 1919年 1月 11日政令では不十分と判断した政府が， 1920年3月戦時暴利撲滅法案を提

出すると，この両者の間の論争は先鋭化した。

政府が暴利投機取締烏の根拠法改正を目指したのは，現行政令では転売により価格を釣り上げ

る連鎖商法を取り締まれないという事'1賓があった。そこで法案では暴利の定義に「過剰な利益j

ではなく， r過剰な価格」を用いることでこの商法を取り締まろうとしたが，これは当然商工団

体の反発を招いた。 1920年5月から 6月に発表された，ワルシャワ・ポーランド人商人協会な

どの一連の反対声明を要約すると， (1)過剰とは相対的かつ援昧な概念であり，利益がなくても

価格が過剰であれば罰するのは不当であること，そして (2) 価格とは本来市場で決まるもので

あり，道徳的・社会的なものではないこと， (3)価格制娘は生産を萎縮させるので物価対策とし

てはむしろ有害であることを指摘し，さらには)ウーチの商工団体は，暴利投機取締烏とはソ

ヴイェトの臨時投機撲滅委員会(可pe3BbF.J:脱出国 KOMI1TeTrro 60pも6eco crreKyn51I1e泊)の移

植であり，ソヴイェトと向様の混乱をもたらすとまで主張した。

これに対して政府はまず高工省機関紙を通じて，価格を審査するために設置される価格検査委

員会には専門家も加わり，また行政刑も廃止されるとして商工業者の理解を求めた。さらに， 6 

月には暴利投機取締局局長がインタピューに答える形で商工業者に反論したが，ここで局長は需

給関係で価格が決まるという経済法則を肯定しつつも，暴利商人の蹴麗には対処が必要だとこの

法案を擁護した。さらに法案は議会法務委員会でも，所詮は「一時しのぎjでしかないと問題点

が指摘されたが，戦況の悪化ゆえ可決された。

注 (68) GP2， 22 XI 1919， 8-319 (2541). GW， 27 XI 1919， 139-324. 

(69) AAN， MA323， k. 9. 

(70) GW， 22-24 X 1919， 139-289-291. 

(71) 羽T.，‘Rzeldowyprojekt'， PiH， 27 V 1920，1-22， s. 356-358. 

(72) GW， 8 V 1920， 140-125; 10 V 1920， 140-126; 1 v1 1920， 140-147; 2 v1 1920， 140-148; 10 v1 1920， 

140-155. 

(73) 羽T.，'Rz司dowyprojekt'， s. 356-358. 

(74) GW， 13 V11920， 140-159; 14 V11920， 140-160. 

(75) Jozef Reinhold， Ustaωa 0 zwalczaniu lichwy wojennej oraz z odnosnemi ro~戸orzqdzeníami Ministr，α 

A戸rowizacji，Warszawa-Krakow， [1920?]， s. 5. 
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5 1920/21経済年度の配給計臨を巡る論争と「中間の道」の行き詰まり

戦時暴利撲滅法案を巡る議論と並行して 1920年4月から 1920/21経済年度食糧配給計画も議

論され，緊迫した戦況下は実質的に接収制度を盛り込んだ法案が配給省から内閣に提出された。

これは， S.シリヴィンスキ (StanislawS1iwiuski)配給大臣の接収支持の主張を反映しており，

ゴシチッキも「自由取引か農産物の接収か」という題の記事を『ワルシャワ新開jに寄稿し，耕

地面積及び反収の減少などのため不足する約 180万トンの穀物を馬鈴薯粉の添加や輸入で補うに

しても，政府の接収案はやむを得ないと主張した。

原則論としてゴシチッキは「国家の活動範囲拡大は支持できないJことを強調しつつも，接収

が「最もまし」であると述べ，また自由取引が導入されれば生産者の売り借しみや投機の活発

化，治安悪化，穀物価格の輪入価格水準への高騰(マルカの下落により輸入穀物価格は上昇)が

生ずることになるとして接収への支持を求めたO

これに対して例えば接眼制度反対の立場に立つ保守主義者の K.ルトスワフスキ (Kazimierz

Lutoslawski)議員は，自分の関係する『ワルシャワ新聞jに接収支持の記事が掲載されたため，

反論掲載を求め 6月1Bの向紙にそれは掲載された。この反論で彼は，情人こそが経済において

最も効率的かっ正確な管理を行いうるという経済原開は戦乱にも拘わらず不変であると強調し，

接収が導入されれば都市でも農村でも法律の非合法な迂閉が広がることになると政府案を批判し

た。また接収制度が不可能である根拠として，強制には必ず批判や反抗で応えるというポーラン

ド人の国民性すら引き合いに出し，自由取引を原前とすることを訴えた。

しかし戦況悪化は 1920/21経済年度の配給制度を巡る議論をさらに続ける余裕も与えなかっ

た。接収制度導入への反対意見も考慮して， 7月9日に可決された，1920/21経済年度の配給に

関する法律」は， I日プロイセン領以外の欝当制度継続が決定されたが，ただし昨年度の失敗(見

通しが甘すぎた)と戦況悪化を考慮して拠出免除の下限廃止と拠出量の大幅引上げにより割当基

準が強化され，またその代償として拠出価格が引上げられることとなった (500マルカ)。

8月 15日，ポーランド軍がソヴイェト箪をワルシャワ近郊から払い東方へと戦線を反転させ

ても，ソヴイェト軍の収奪や軍の糧食調達の結果，食糧不足は深刻化した。 9月 1Bの罷家配給

会議では，穀物調達がほぼ中断したため， 9月 15日からの割当穀物価格の引上げ (700マルカ)

は不可避と報告された。 I日プロイセン領からの移入では足りず，またi日プロイセン領は，住民投

票地域にも穀物を供給しなければならず，それゆえ配給制度を維持するためには輸入拡大以外の

方法はなかった。もちろん穀物拠出は強化され拠出期限も軍の要請により 11月 1日に前倒しさ

注 (76) AAN， PRM 137780/21， k. 1-4. GW， 19 V 1920， 140-135. 

(77) Jerzy Goscicki， 'Wolny handel c勾Tsekwestr zIemIoplodow I-II'， GW， 26 V 1920，140-141; 27 V 1920， 

140-142 .. 

(78) X. Dr. Kazimierz Lutoslawski，‘W olny handel c勾Tsekwestr'， GW， 1 VI 1920， 140-147. 

(79) DzURP， 15 VII 1920， nr 56， poz. 348， s. 946-950. 

(80) Robotnik， 18 VII 1920， 26-193 (981). 

(81) AAN， PUZb 70， k. 21-32; PUZb 1674， k. 242-243， 253， 306， 310， 326; PUZb1676， k. 255-259. APP， 

MbDzPr 19， k. 110. 
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れた。しかし国内生産では需要を賄えないのであるから，穀物をどこからか輸入し，そして何ら

かの方法で代金を支払わねばならない。しかしポーランド向け穀物の輸出が可能な国は限られ

ていた。まずオーストラリアからの輸入を目指したがインド危機のため輸入出来ず，穀物調達先

はアメリカか国境を接するルーマニアであったが，主に小麦のアメリカ産穀物は割高で借款に頼

らざるを得ず，ザボロフスキはルーマニアからの輸入に期待を寄せていた。 11月四日の留家配

給会議で彼は，都市制から穀物不足への非難が配給省に殺到した際，ルーマニアから穀物をさし

あたり 15，000両分輸入するので問題はないと説明し，またシリヴインスキ大臣もその代金につ
(83) 

いて， r次世代に負担の一部を転嫁するjことで問題解決を図るしかないと主張した。

これに対してこの会議で政府案を批判したのは，それまで接収支持の立場に立っていたはずの

ゴシチッキであった。彼の立場変更の根拠については，この 1年後の 1921年 3月『経済展望J

誌に掲載された論文「我が国の配給政策Jで明らかにされているが，そこで彼は，接収制度を支

持していた頃の自分は，これほど複雑な配給制度を国家が運営できるという無根拠な楽観主義に

立っていたとして自己批判しまた統制制度は安い穀物を提供できるわけでもないし (r自由取

ijlJからの調達分でむしろ高くなる)，また致策自体が実行不能であるということに気づいたと
(84) 

述べているO つまりこの時になってようやく彼は，複雑な割当制度の運営を行う政策能力がポ}

ランド国家にないことに気づいたのである O こうして 1920年 10月の対ソヴイェト戦争の休戦を

機に，彼は艶給政策局局長の地位を退き(この会議では農業団体代表)，そしてこの 11月の国家

配給会議でも彼は 1920/21経済年度の拠出量も生産も低下していると訴え，農民の生産意欲を

高める生産者重視の政策に転換すべきと主張したのであった。

他方ザボロフスキはすでに述べたように，ルーマニアからの穀物輸入による担給制度維持を考

えていた。しかし決済用のルーマニア通貨レイを確保するためには膨大な最の自国通貨を発行す

る必要があった。 11月25日の国家艶給会議でのザボロフスキ報告によれば，ルーマニアからの
(85) 

穀物調達にかかる推計経費はさしあたり 200億マルカとされていた。しかしこれだけの通貨を発

行すればマルカは下落し，園内穀物価格を引上げ，これを消費者に転嫁しなければ逆ざやが拡大

し，他方転嫁すれば都市住民の生活を遊撃することが予想された。しかしこの 2つの選択肢か

ら自由取引の導入が選択されたのには，ザボロフスキの急、死と配給大臣の交代 (1921年 1月)

という事'情に加えて，ルーマニアからの穀物輸入の失敗という直接的な契機が存在した。

配給省は，国営商社とルヴフ (Lwow)の複数の銀行の出資で設立するコンソーシアムが，習と

給省と輸入契約を結ぶことで穀物を 30.000時分調達しようとしていた。しかしこの計画は当初

から問題があった。ルーマニアでも物価は高騰し石炭も貨車も不足していた。またマルカ大量発

行による通貨下落の規模が予測できないゆえ，マルカ建てでの確実な買入価格すら分からないと

注 (82) MN， PRM 13780/21， k. 102-104， 107-108. 

(83) MN， PUZb 70， k. 1-9. APP， MbDzPr 77， k. 54-61. 

(84) ]erzy Go品cicki，Nasza polityka aprowizacyjna， Przeglqd Gospodarczy， 1 III 1921， 2-5， s. 161. 

(85) MN， PUZb 70， k. 9-17. 

(86) Robotnik， 25 XI 1920，26-321 (1108); 26 XI 1920， 26-322 (1109). APP， MbDzPr 77， k. 51， k. 51. 
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いう状況にあり，この穀物輸入作戦の

失敗は必然的であった。

この無謀な穀物輸入作戦の失敗につ

いて 1921年2月7日社会党 (pPS)機

関紙に掲載されたある記事は，次のよ
(88) 

うにルーマニアから報告している O す

なわち， Iブルラド (Barlad) 地方〔ル

ーマニア東部]では 1月 1日から 6編

成の貨物列車が停車しており，私自身

もブルラドとテクチ (Tecuci) の間で

22日開放置されている貨物列車を見

表 4 1920年上半期のポーランドの輪出入推計

(単位:スイス・フラン 1)2 

輪入 輸出 貿易収支

5去じ;/j明毛守dl口日 13，719，614 4，010，921 9，708，693 
食料品 6，645，247 2，650，338 -3，994，909 

半製品 2，867，849 2，549，629 -318，220 

原料 301，877 1，843，333 1，541，456 

家蔭(生体) 12，000 12，000 

合計 23，534，587 11，066，221 -12，468，366 

i:E) 1. 1スイス・フラン =29.7マルカ

2.中央統計局 (GlownyUrze.d Statystyczny)による

推計データ。ただし国立必需品購買局ならびに翠に

よる輸出入は含まれず。

出典) GW， 8 III 1921， 141-66. 

た」。さらにこの記事によれば，運賃不払いなどの理由で各地で 25編成の貨物列車が傷みつつあ

る穀物を積んだまま放置されているとのことであったO そして輸入計画の 30，000両分の穀物が

計画通り得られなければ，都市の公的パン供給が滞るのは必然的であった。

6 穀物取引の「正常化」と残された統制

穀物輸入は(石炭輸入とともに)輸入の中で大きな地位を占めており，やむを得ない農業機

械・部品などの輪入を考慮すれば，貿易収支を改善するためには穀物輸入を減らさざるを得なか

った(表4参照)。そして通貨下落は輸入穀物価格ついで国産穀物市場価格を引上げた (1920年

1月から 1921年 3月までの間，マルカの対ドル価値は約 87%減値した)。さらに穀価上昇は，

政府・自治体の食糧会計の赤字を拡大し，戦争負担と共にインフレーションを加速し，こうして

配給政策は完全に行き詰まった。この現状を前に，配給制廃止が賃上げを誘発するにも拘わら

ず，財界団体であるポーランド鉱工業金融連盟(Lewiatan) も1920年 12月下旬，自由取引導入

支持の立場へと移行した。

1921年 1月 12日，ザボロフスキの逝去 (7日)寵後に，財界出身の B'グロジェツキ

(Bolesxaw Grodziecki)が配給大臣に任命されると，自由化は時間の問題となった。またゴシチ

ッキは，ポーランド鉱工業金融連盟の機関誌『経済展望j1921年 2月号に「配給という課題」

という題の論文を寄稿し，そこでさらに， Iこの 2年間の経験から判断して， [接収]制度の実施

注 (87) Kr勾rwicki，Drozyzna， s. 6， 8-9. 

(88) ‘Zboze rumuuskie p. Sliwiuskiego'， Robotnik， 7 II 1921， 27-37 (1179). 

(89) Kr勾川沿cki，Dro.土~zna ， s. 13. 

(90) Jer勾TGoscicki， Zagadnienie aprowizacji， Przeglqd Gospodarczy， 1 II 1921， 2-3， s. 88. Tenze， Nasza 

polityka， s. 160. Rose， Bila削 gospodarc.砂， s.63-69，140，171-172.藤井「第一次大戦車後のポーランド

における戦時経済J，93~94， 99頁。

(91) GW， 1911921， 141-18. 

(92) GW， 11 1 1921， 141-10. Basiak， 'Polityka gospodarcza'， s. 40. 

(93) Goscicki， Zagadnienie， s. 86-88. 
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など不可能だ」と主張し，また前掲の 3月の「我が自の配給政策Jでも続けて，農業生産からあ

らゆる国家介入を排除すべきだと訴えた。

しかし，統制経済から自由経済への移行方法という問題が依然として残っていた。なぜなら

ば，穀物取引を即時自由化した場合，急激な物価高騰を引き起こす恐れがあり，また配給に依存

する貧鴎層の支持を背景に社会党の抵抗も大きかった。グロジェツキ艶給大臣は， 1921年 1月

21日と 25臼に開催された議会の配給委員会で， ["接収制度は実現不可能であると見なすが，ま

た自由取引導入は危険すぎる」とし「おそらく中間の道を行くべきなのであろうJとの見解を表

明したが，しかしその内容は， ["原則として自由取引を導入しつつ，厳格な統制，場合によって

は小規模な割当制を導入Jというものであり，そして自由化の衝撃を最小化する法律・命令を

1921年 1月から 3月にかけて成立させた。

この制度整備は， (A)市場機構の整備， (B)統計の収集， (C)小売段階での価格・販売統制

の維持という 3つの方向で進められた。その主なものを紹介すると， (A) については 1921年 1

月初日，近代的な商品・金融市場設置を定めた fポーランドにおける市場組織に関する法律」

が投機抑制を図る目的で制定された。 (B) については， 1月 17日の内閣命令により，人口 2万

5000人を超える市などに必需品価格情報を毎月収集することが義務づけられた。そして (C) に

ついては，まず 1月29日の布告により， 2月中必謂品物価を停止することが決定され，それに

基づき内務大臣は各県知事などに電報を打ち暴利取締の強化及び者修・暴利撲滅社会委員会の設
(97) 

震を求めた。さらに 2月22日にはパンの製造制限などを合む「消費制限に関する供給大臣命令J
(日8)

が出され， 3月7日にも在庫の強制的な調査・販売を規定する「日用品の強制的在庫申告と買入
(~凹)

に関する内閣命令Jが出された。こうして寵業団体の反発にも拘わらず統制強化が行われた後，

配給大臣は 3月 10日の国家自己給会議で， 1921/22経済年度からの農産物自由化計調を提案した。

そしてこの提案にも急激な自由化による衝撃を予妨する措置が盛り込まれていたため，この国家

配給会議では政府の自由化案は僅差で可決され，ついで 17日の内閣でもグロジェツキのイニシ

ャティヴで原則的自由化の促進方針が確認されたO

配給機構に対する新聞の論調や政党の態度は，配給の停滞ゆえにそもそも厳しかったが，とり

わけ批判されたのは悶立必需品購買局であったO この局は輸入業務の他に，生産者から直接・間

接に穀物以外の食料品を買入・加工し，軍や各地の病院・消費組合・市営商屈に配給する任務を

負っていたゆえ，価格の決定や委託業者の選定が公正でないという批判が生じやすかったO

j主 (94) APP， MbDzPr 72， k. 34. Tomaszewski，‘Handel'， s. 20. 

(95) DzURP， 8 II 1921， nr 13， poz. 71， s. 180-184. GW， 23 II 1921， 141-53. 

(96) DzURP， 15 II 1921， nr 14， poz. 82， s. 197-198. GW， 15 II 1921， 141-15. 

(97) AAN， PUZb 69， k. 9. APP， MbDzPr 86， k. 85， 87. 

(98) DzURP， 5 III 1921， nr 21， poz. 121， s. 259-262. 

(99) DzURP， 12 III 1921， nr 23， poz. 127， s. 271-273. 

(100) Gw， 15 II 1921， 141-45; 25 III 1921， 141-83; 12 IV 1921， 141-98. 

(101) Robotnik， 11 III 1921， 27-65 (1207). LFP， 12 III 1921，4-70. GW， 13 III 1921， 141-71. 

(102) APP， MbDzPr 77. 
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それゆえ自由化方針決定と共に，国立必需品購買局が統制経済解除の最初の対象となった。

1921年春から烏の清算が各地の支局から段階的に行われたが，帳簿調査が進みその乱脈経営が

明らかになるにつれて，統鰐継続を主張する意見は説得力を失っていったO 例えば 1921年3月

に行われたルヴフ支局の解体では，職員らが民間企業と結託して食糧投機に従事していたことが

明らかになった。その結果， 6月半ばには社会党の機関紙すら国立必需品購買局を激しく攻撃す

るようになり，さらに局の清算が進み様々な腐敗や膨大な赤字(例えば食肉で 12億マルカ)が

大きく報道されると，国営商社の制度的欠陥はもはや誰も否定しえないものとなった。

並行して S'プシヤノフスキ商工大臣 CStefanPrzanowski)を中心に政府は， 1921 年 4~5 月

に配給省の廃止と穀物取引自由化に関する具体的手続きを推し進めた。暴利投機取締局の段階的

縮小も決まり， 5月31日には，ワルシャワなど主要都市を除く全支局の廃止が決定され，残る

支局の活動も制限されることになった。

しかし，統制制度の廃止を望んでいた農業生産者も，完全な自由化に躍諾する理由があった。

もちろん原則的には生産者は統制廃止の立場に立っていたが，同時に彼らは戦前のようなユダヤ

人穀物商人の市場支艶復活を恐れていた。 6月初め政府が，農産物取引法及び配給省・国立必需

品購買局，国立穀物局，国立馬鈴薯局などの廃止を合む 1921/22経済年度の配給法案を発表す

ると，生産者側は自由化後の投機予防を口実に国内穀物取引に許認可制を導入すべきだと主張し

た。こうした農民側の試みに対して，消費者側は反発した。都市連盟は 6月30日の会議で，

f一部の農産物商社jが許認可制の下で国立穀物局の残余資産払下及び公的信用を受けて，穀物

取引独市を図っていると非難し，また社会党の H・デイアマント (HermanDiamand) も7月初

め，統制解除を契機に農民が私的独占を企んでいるとして批判した。

7月7日， r農産物車引制限の廃止ならび、に配給省の清算状態への移行に関する法律」が成立

したが，この反発を背景にこの法律には農業団体が要求した穀物国内取引における許認可制は盛

り込まれなかった。法律は 7月 15Bから原則として全ての農産物とその加工品の輸送と圏内取

引の自由を導入し，また配給省の廃止ならびに食糧輸出の原則禁止を定めており，これにより

1915年から行われてきた穀物取引統制は若干の移行規定を伴いつつも原則自由化された。

しかし自由化路線の確定以来，物価は高騰し(標準生計費は 5~6 丹にかけて約 13 %上昇)， 

7月 15日の自由取引導入以降は投機業者が穀物を買いあさった結果，穀物価格はさらに急、騰し

j主 (103) Goniec Krakowski， 3-241， 3 IX 1920， AAN， PUZAPP 26， k. 113. Ilustrowαny Kurjer Codzienny， 10 VII 

1920， 11 -187， AAN， PUZAPP 26， k. 98， 121. 

(104) AAN， PUZAPP 31， k. 1-8. GW， 10 V 1921， 141-126. 

(105) AAN， PUZAPP 26， k. 73. PUZAPP 31， k. 12. GW， 24 IV 1921， 141-110. Robotnik， 1 VI 1921， 27-143 

(1265) . 

(106) APP， MbDzPr 86， k. 143. GW， 16 IV 1921， 141-102， 20 IV 1921， 141-106; 1 V 1921， 141-118. Antoni 

Leparski， 'Zagadnienia aprowizac吋ne'，GW， 20 IV 1921，141-106. 

(107) Leparski， 'Zagadnienia¥ 

(108) GW， 4 VI 1921， 141-150; 9 VI 1921， 141-155; 10 VI 1921， 141-156; 22 VI 1921， 141-168; 28 VI 1921， 

141-174; 12VII 1921， 141-188; 21 VI 1921， 141-197. 

(109) Robotnik， 3 VII 1921， 27-175 (1299). KUlプerPoranny， 26 VI 1921， 44-170; 2 VII 1921，44-176. 
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(1921 年 7 月段階で 6.500~8.000 マルカ以上)，それに応じて他の商品の価格も暴騰した。もち

ろんこの物価高騰を受けて社会主義者の自由取引批判はさらに高まり，この彼らの商工業者への

不信，配給制度維持の要求こそが，その後，国家介入主義政策の一部が継続される主因となっ

た O 例えば，ワルシャワ市配給局は 1921年必需品配給の独占的な機関から自由市場で商品を調

達して安価に小売する機関へと改組され活動を継続した。また 1921年 10月 14日に「価格・利

益検査委員会創設に関する内閣命令Jが出され，各都市・各県に必需品価格をチェックする価

格・利益検査委員会が設置された。このように配給省自体は 1921年 12月末に解体されたが，そ

の権限は内務省に移管され配給省時代に整備された暴利取締機関や一部の市営販売所は戦間期を

通して改組を経つつ残存した。

結 論

1918年から 1921年までの記給省による穀物管理政策は，ポーランドにとって最初の本格的な

統制経済の試みであり，それはこれまで見てきたように完全な失敗に終わった。この統制致策

は，適切な価格設定を通じて農民と都市住民の双方の利害対立を調和的に調整することにも，厳

罰の導入を通じて統制機関の}寓敗を抑制することにも失敗した。そして本論で見てきたようにこ

の失敗は，当時の技術的制約条件の下での統制経済の運営不可能性に本質的に由来するものであ

り，原則的には食糧供給の自由化に反対していた社会主義者にとってすら，この統制制度は支持

しがたいものであった。さらに人民ポーランド時代の非社会的セクターに対する社会主義政府の

柔軟な姿勢の背景に戦間期からの連続性が存在するという説得力のある議論には，同時にこの独

立直後の社会主義的配給政策の失敗という経験が残した，硬産的な統制経済は技術的にそもそも

不可能であるという否定的な教訓も大きな役割を果たしていたとも考えられないだろうか。すな

わちこの配給省という失敗を体験した政策担当者の経験を通じて，そして関取引に従事したり暴

利行為で摘発されたりした商工業者・農民といった人々の統制経済への否定的な態度を通じてこ

れが継承された可能性も検討されるべきであろう O しかしそのためには，さらに戦間期経済にお

ける具体的な統制制度(価格・利益検査委員会の活動分析など)の検討が不可欠であり，残念な

がらこれは本論のテーマを超えるゆえに今後の検討課題とせざるを得ない。

注 (110) GW， 12 VII 1921， 141-188; 20 VII 1921， 141-196; 21 VII 1921， 141-197; 27 VII 1921， 141-203 

(111) GW， 16 IV 1921， 141-102. 

(112) DzURP， 10 XI 1921， nr 88， poz. 6 49， s. 1607-1610. M. Jastrz~bski， Aprowizacja robotnICza i wolny 

handel， Przeglad Gospodarc.砂， 15 VIII 1921， 2-16， s. 605. 

(113) 小森田秋夫『体制転換と法ポーランドの道の検証j有信堂， 2008年， 277~282 頁。
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